
   水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量および燐含有量の総量規制基準の 

   設定方法について 

 

 

○ 総量規制基準の設定方法 

 １ 算式 

   第５次総量規制における総量規制基準の算式は次のとおりであり、この算式を第６次総量規

制においても継続することとされた。 

 ＣＯＤ    Lc=(Cco×Qco+Cci×Qci+Ccj×Qcj)×10－３  (kg/日) 

 窒 素    Ln=(Cno×Qno+Cni×Qni)×10－３       (kg/日) 

 り ん    Lp=(Cpo×Qpo+Cpi×Qpi)×10－３       (kg/日) 

 

   Ｑは次表の時期区分別の水量（ｍ３/日） 

   Ｃは次表の時期区分ごとに、環境大臣が定める「業種等の区分」ごとの濃度の範囲（Ｃ値の

範囲）内において知事が定める値（濃度：mg/ｌ）。 

 

 

 

○「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区

分及びその区分ごとの範囲」（告示）について 

 １ 業種等の区分 

  ・従来、大きく分け２３２あった業種等の区分を見直し、２１５とした。 

  ・従来、一部の業種等に設けられていた備考（ある業種等のうち、特定の工程を有するもの等

について、特定の工程を有さないものとは異なるＣ値の範囲を設定したもの）についても、

見直しを行った。 

 ２ Ｃ値の範囲 

  ・ＣＯＤの総量規制基準値の範囲について 

これまで５次にわたる規制が行われ、一定の汚濁負荷削減が図られてきたこと、また、汚濁

負荷を削減する観点から、各業種等において比較的濃度の高い事業場について、工程及び汚

水処理施設の管理を徹底することで達成できる値の範囲として検討し、設定された。 

 

参考 



 

  ・窒素・りんの総量規制基準値の範囲について 

平成１６年度実績では業種等によっては濃度のばらつきが大きい。このため汚濁負荷を削減

する観点から、各業種等において最低限確保する濃度レベル及び適用可能な濃度レベルにつ

いて検討し、設定された。 

 

 

 

 

  ・Ｃ値の範囲が見直された業種数（備考欄を除いた２１５種について） 

項目 Ｃ値 上限を切り下げ 下限を切り下げ 

Ｃｃｏ １６１ ６ 

Ｃｃｉ １８６ ６ ＣＯＤ 

Ｃｃｊ １９５ ６ 

Ｃｎｏ １４３ １２３ 
窒素 

Ｃｎｉ ２０６ １６ 

Ｃｐｏ １６２ １４２ 
りん 

Ｃｐｉ ２０４ ２７ 

 

 


